
優秀建設施工者岩手県知事表彰実施要領 

 

（目的） 

第１ この表彰は、知事が、優れた建設現場従業者を広く表彰することによって、「ものづくり」に

携わっている者の誇りと意欲を増進させ、これらの者の能力と資質の向上を図るとともに、その

社会的評価・地位の向上を図り、もって建設業の健全な発展に資することを目的とする。 

 

（表彰の対象） 

第２ 表彰は、表彰時点において、岩手県内に本社を有する建設業者の従業員で、次の各号すべて

に該当する者とする。 

 (1) 建設現場業務に直接従事している期間（産前産後休業、育児休業又は介護休業をする前に建

設現場業務に直接従事していた者については、当該休業をした期間を含む。）が20年以上の者。 

 (2) 建設現場業務に直接従事している年齢が40歳以上65歳以下の者。ただし、35歳以上40歳未満

の者及び66歳以上の者についても、相当の理由がある場合に限り対象とする。 

 (3) 自己の責任に関する無事故期間が３年以上である者。 

  

（被表彰者の基準） 

第３ 表彰は、次の各号のすべてに該当する者について行う。 

(1) 技術・技能が優秀である者 

(2) 技術開発・施工の合理化を図り顕著な成果を挙げている者かつ建設工事に相当の実績のある者 

(3) 後進の指導・育成に努めている者 

(4) 工事施工において安全・衛生の向上に貢献している者 

(5) 他の建設現場従業者の模範である者 

 

（表彰の方法） 

第４ 表彰は、表彰状及び徽章を授与して行う。 

２ 表彰状は、様式１のとおりとする。 

３ 徽章の形状及び制式は様式２のとおりとする。 

 

（表彰の時期等） 

第５ 表彰は、毎年１回、「建設産業構造改善推進週間地方週間」の行事の一環として行う。 

 

（被表彰者の決定） 

第６ 被表彰者は、建設産業団体の長又は所属する建設業者の長が推薦した者のうちから知事が決

定する。 

２ 被表彰者は、概ね10名とする。ただし、女性技能者については上限を設けない。 

 

（欠格等） 

第７ 被表彰者の決定に当たっては、次の各号のいずれかに該当する者は除外するものとする。 

 (1) 犯罪の被疑者及び刑事裁判中の被告人 

 (2) 刑が確定し、その執行が猶予されている者 

(3) 令和７年５月31日までに刑が確定した者（(2)に規定する者を除く）のうち、刑の執行終了

若しくは刑の免除を受けてから、禁錮刑以上は10年、罰金刑以下は5年の年数が経過していな

い者 

(4) 令和７年６月１日以降に刑が確定した者（(2)に規定する者を除く）のうち、刑の執行終了

若しくは刑の免除を受けてから、拘禁刑以上は10年、罰金刑以下は5年の年数が経過していな

い者 

(5) 過去に本表彰を受けている者 



(6) 過去に叙勲、褒章又は国土交通大臣表彰等を授与された者 

(7) 表彰所属年度中に退職が予定されている者 

 

（その他） 

第８ この実施要領に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項については、別に定める。 

 

 

 附 則 

この要領は、平成５年５月17日から施行する。 

この要領は、平成10年５月28日から施行する。 

この要領は、平成12年３月１日から施行する。 

この要領は、平成25年３月７日から施行する。 

この要領は、平成26年３月３日から施行する。 

この要領は、平成27年２月27日から施行する。 

この要領は、平成31年３月５日から施行する。 

この要領は、令和８年２月９日から施行する。 
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